
○
総
務
省
令
第
二
十
七
号

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
及
び
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
企
画
官
）

（
客
観
性
担
保
評
価
推
進
室
及
び
企
画
官
）

第
十
八
条
の
三

政
策
評
価
課
に
、
企
画
官
三
人
を
置
く
。

第
十
八
条
の
三

政
策
評
価
課
に
、
客
観
性
担
保
評
価
推
進
室
及
び
企
画
官
二
人
を
置
く
。

［
削
る
］

２

客
観
性
担
保
評
価
推
進
室
は
、
政
策
評
価
の
客
観
的
か
つ
厳
格
な
実
施
を
担
保
す
る
た
め
の
評
価
の
実
施
に

関
す
る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
そ
の
実
施
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
削
る
］

３

客
観
性
担
保
評
価
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

２

［
略
］

４

［
同
上
］

（
総
務
室
並
び
に
税
務
企
画
官
及
び
企
画
官
）

（
総
務
室
並
び
に
税
務
企
画
官
及
び
企
画
官
）

第
三
十
三
条

企
画
課
に
、
総
務
室
並
び
に
税
務
企
画
官
及
び
企
画
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

第
三
十
三
条

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

一

地
方
自
治
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
地
方
税
制
（
地
方
税
、
森
林
環
境
税
、
特
別
法
人
事
業
税

一

地
方
自
治
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
地
方
税
制
（
地
方
税
、
特
別
法
人
事
業
税
、
地
方
揮
発
油

、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲

譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環

与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
並
び
に
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
、
国
有
資

境
譲
与
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
並
び
に
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
、
国
有
資
産
等
所
在
都
道

産
等
所
在
都
道
府
県
交
付
金
及
び
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
制
度
を
い
う
。
次

府
県
交
付
金
及
び
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
制
度
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

じ
。
）
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

（
国
際
広
報
官
）

（
投
資
審
査
室
並
び
に
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
）

第
三
十
六
条

国
際
戦
略
課
に
、
国
際
広
報
官
一
人
を
置
く
。

第
三
十
六
条

国
際
戦
略
課
に
、
投
資
審
査
室
並
び
に
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

［
削
る
］

２

投
資
審
査
室
は
、
総
務
省
の
所
掌
に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
で
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
内
直
接
投
資
等
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
特
定
取
得
に
関
す
る
事
務
の
総
括
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
削
る
］

３

投
資
審
査
室
に
、
室
長
を
置
く
。

［
削
る
］

４

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
戦
略
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を

行
う
。

２

［
略
］

５

［
同
上
］

（
企
画
官
及
び
情
報
通
信
国
際
戦
略
特
別
交
渉
官
）

第
四
十
三
条

国
際
戦
略
局
に
、
企
画
官
及
び
情
報
通
信
国
際
戦
略
特
別
交
渉
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

第
四
十
三
条

削
除

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
調
整
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

３

情
報
通
信
国
際
戦
略
特
別
交
渉
官
は
、
命
を
受
け
て
、
情
報
通
信
政
策
に
つ
い
て
、
極
め
て
高
度
の
専
門
的

な
知
識
経
験
に
基
づ
く
情
報
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
外
国
政
府
等
（
外
国
政
府
又
は
国
際
機
関
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
協
議
、
調
整
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
際
戦
略
局
の
所
掌



に
属
す
る
国
際
関
係
事
務
に
関
す
る
重
要
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
の
支
援
を
行
う
。

（
調
査
官
）

第
五
十
五
条

削
除

第
五
十
五
条

総
務
課
に
、
調
査
官
一
人
を
置
く
。

２

調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案

を
行
う
。

（
監
視
管
理
室
及
び
認
証
推
進
室
並
び
に
企
画
官
、
電
波
環
境
推
進
官
及
び
電
波
監
視
官
）

（
監
視
管
理
室
及
び
認
証
推
進
室
並
び
に
企
画
官
、
電
波
環
境
推
進
官
及
び
電
波
監
視
官
）

第
六
十
四
条

電
波
環
境
課
に
、
監
視
管
理
室
及
び
認
証
推
進
室
並
び
に
企
画
官
一
人
、
電
波
環
境
推
進
官
一
人

第
六
十
四
条

電
波
環
境
課
に
、
監
視
管
理
室
及
び
認
証
推
進
室
並
び
に
企
画
官
一
人
、
電
波
環
境
推
進
官
一
人

及
び
電
波
監
視
官
五
人
を
置
く
。

及
び
電
波
監
視
官
四
人
を
置
く
。

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

（
物
価
統
計
室
並
び
に
調
査
官
及
び
物
価
指
標
調
整
官
）

（
物
価
統
計
室
及
び
調
査
官
）

第
七
十
四
条

消
費
統
計
課
に
、
物
価
統
計
室
並
び
に
調
査
官
及
び
物
価
指
標
調
整
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

第
七
十
四
条

消
費
統
計
課
に
、
物
価
統
計
室
及
び
調
査
官
一
人
を
置
く
。

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

物
価
指
標
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
物
価
統
計
室
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及

［
新
設
］

び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
企
画
官
等
）

（
企
画
官
等
）

第
七
十
五
条

本
省
に
、
企
画
官
三
人
、
調
査
官
六
人
、
国
際
研
修
協
力
官
一
人
、
国
際
統
計
企
画
官
一
人
、
国

第
七
十
五
条

本
省
に
、
企
画
官
二
人
、
調
査
官
六
人
、
国
際
研
修
協
力
官
一
人
、
国
際
統
計
企
画
官
一
人
、
国

際
統
計
交
渉
官
一
人
、
恩
給
経
理
官
一
人
、
恩
給
審
査
官
一
人
、
恩
給
審
理
官
一
人
、
恩
給
相
談
官
一
人
、
恩

際
統
計
交
渉
官
一
人
、
恩
給
経
理
官
一
人
、
恩
給
審
査
官
一
人
、
恩
給
審
理
官
一
人
、
恩
給
相
談
官
二
人
、
恩

給
支
給
官
一
人
及
び
情
報
処
理
調
整
官
一
人
を
置
く
。

給
支
給
官
一
人
及
び
情
報
処
理
調
整
官
一
人
を
置
く
。

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

略
］

８

国
際
統
計
交
渉
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
統
計
に
つ
い
て
、
極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ

８

国
際
統
計
交
渉
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
統
計
に
つ
い
て
、
極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ

く
情
報
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
外
国
政
府
等
と
の
協
議
、
調
整
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
際
統
計
及
び
統

く
情
報
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
外
国
政
府
等
（
外
国
政
府
又
は
国
際
機
関
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を

計
の
国
際
展
開
に
関
す
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
の
支
援
を
行
う
。

い
う
。
）
と
の
協
議
、
調
整
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
際
統
計
及
び
統
計
の
国
際
展
開
に
関
す
る
政
策
の
企

画
及
び
立
案
の
支
援
を
行
う
。

［
９
～

略
］

［
９
～

同
上
］

14

14

（
所
長
）

（
所
長
及
び
次
長
）

第
百
九
十
五
条

統
計
研
究
研
修
所
に
、
所
長
を
置
く
。

第
百
九
十
五
条

統
計
研
究
研
修
所
に
、
所
長
及
び
次
長
一
人
を
置
く
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

［
削
る
］

３

次
長
は
、
所
長
を
助
け
、
統
計
研
究
研
修
所
の
事
務
を
整
理
す
る
。

（
統
計
研
究
研
修
所
に
置
く
部
等
）

（
統
計
研
究
研
修
所
に
置
く
課
等
）

第
百
九
十
六
条

統
計
研
究
研
修
所
に
、
次
の
二
部
及
び
統
括
教
授
一
人
を
置
く
。

第
百
九
十
六
条

統
計
研
究
研
修
所
に
、
次
の
四
課
並
び
に
新
規
情
報
活
用
技
術
研
究
官
及
び
統
括
教
授
そ
れ
ぞ

管
理
・
研
修
部

れ
一
人
を
置
く
。

研
究
部

管
理
課



研
究
開
発
課

統
計
技
術
向
上
支
援
課

研
修
企
画
課

（
管
理
・
研
修
部
の
所
掌
事
務
）

第
百
九
十
七
条

管
理
・
研
修
部
は
、
統
計
研
究
研
修
所
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

［
新
設
］

る
。

一

職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

六

情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

七

統
計
研
究
研
修
所
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

八

機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

九

経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

十

職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

寄
宿
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

研
修
に
関
す
る
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

前
号
に
掲
げ
る
計
画
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

研
修
を
受
け
る
者
の
統
計
研
究
研
修
所
へ
の
入
所
及
び
退
所
、
修
業
そ
の
他
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
こ

と
。

十
六

学
籍
簿
の
作
成
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

研
修
に
資
す
る
た
め
の
調
査
及
び
研
究
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

統
計
の
作
成
及
び
施
策
の
立
案
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
、
所

定
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の
情
報
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
管
理
・
研
修
部
に
置
く
課
）

第
百
九
十
八
条

管
理
・
研
修
部
に
、
次
の
二
課
を
置
く
。

［
新
設
］

管
理
課

研
修
企
画
課

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
九
十
九
条

［
略
］

第
百
九
十
七
条

［
同
上
］

（
研
修
企
画
課
の
所
掌
事
務
）



第
二
百
条

研
修
企
画
課
は
、
統
計
研
究
研
修
所
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
新
設
］

一

研
修
に
関
す
る
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
計
画
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

研
修
を
受
け
る
者
の
統
計
研
究
研
修
所
へ
の
入
所
及
び
退
所
、
修
業
そ
の
他
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と

。
四

学
籍
簿
の
作
成
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

五

研
修
に
資
す
る
た
め
の
調
査
及
び
研
究
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

六

統
計
の
作
成
及
び
施
策
の
立
案
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
、
所
定

の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の
情
報
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
研
究
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
一
条

研
究
部
は
、
統
計
研
究
研
修
所
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
新
設
］

一

統
計
技
術
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

統
計
技
術
の
向
上
に
係
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
当
該
情
報
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

統
計
の
品
質
向
上
の
た
め
の
支
援
及
び
こ
れ
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
研
究
部
に
置
く
課
）

第
二
百
二
条

研
究
部
に
、
次
の
二
課
を
置
く
。

［
新
設
］

研
究
開
発
課

統
計
技
術
向
上
支
援
課

（
研
究
開
発
課
の
所
掌
事
務
）

（
研
究
開
発
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
三
条

研
究
開
発
課
は
、
統
計
研
究
研
修
所
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
統
計
技
術
の
研
究
に
関
す
る
事
務
（

第
百
九
十
八
条

研
究
開
発
課
は
、
統
計
技
術
の
研
究
に
関
す
る
事
務
（
統
計
技
術
向
上
支
援
課
及
び
新
規
情
報

統
計
技
術
向
上
支
援
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

活
用
技
術
研
究
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
統
計
技
術
向
上
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

（
統
計
技
術
向
上
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
四
条

統
計
技
術
向
上
支
援
課
は
、
統
計
研
究
研
修
所
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

第
百
九
十
九
条

統
計
技
術
向
上
支
援
課
は
、
統
計
技
術
の
向
上
に
係
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
当
該
情

さ
ど
る
。

報
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

統
計
技
術
の
向
上
に
係
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
当
該
情
報
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡

［
新
設
］

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

統
計
の
品
質
向
上
の
た
め
の
支
援
及
び
こ
れ
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

［
新
設
］

（
研
修
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

［
削
る
］

第
二
百
条

研
修
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

研
修
に
関
す
る
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
計
画
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

研
修
を
受
け
る
者
の
統
計
研
究
研
修
所
へ
の
入
所
及
び
退
所
、
修
業
そ
の
他
身
分
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と



。
四

学
籍
簿
の
作
成
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

五

研
修
に
資
す
る
た
め
の
調
査
及
び
研
究
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

六

統
計
の
作
成
及
び
施
策
の
立
案
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
、
所
定

の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の
情
報
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
規
情
報
活
用
技
術
研
究
官
の
職
務
）

［
削
る
］

第
二
百
一
条

新
規
情
報
活
用
技
術
研
究
官
は
、
統
計
の
作
成
に
必
要
な
多
様
か
つ
大
量
の
情
報
、
行
政
記
録
情

報
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
行
政
記
録
情
報
を
い
う
。
）
そ

の
他
の
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
に
関
す
る
技
術
の
研
究
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
統
括
教
授
の
職
務
）

（
統
括
教
授
の
職
務
）

第
二
百
五
条

［
略
］

第
二
百
二
条

［
同
上
］

［
削
る
］

第
二
百
三
条

削
除

［
削
る
］

第
二
百
四
条

削
除

（
統
計
研
究
研
修
所
の
職
員
）

（
統
計
研
究
研
修
所
の
職
員
）

第
二
百
六
条

［
略
］

第
二
百
五
条

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

客
員
統
括
教
授
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
ほ
か
、
統
括
教
授
の
職
務
の
う
ち
第
二
百
五
条
第
三
号
に
掲

６

客
員
統
括
教
授
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
ほ
か
、
統
括
教
授
の
職
務
の
う
ち
第
二
百
二
条
第
三
号
に
掲

げ
る
事
務
を
助
け
る
。

げ
る
事
務
を
助
け
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

略
］

［
７
～
９

略
］

［
７
～
９

同
上
］

［
削
る
］

第
二
百
六
条

削
除

（
総
合
通
信
調
整
官
）

第
二
百
七
十
二
条
の
二

総
合
通
信
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
総
合
通
信
調
整
官
二
人
を
置
く
。

［
新
設
］

２

総
合
通
信
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
合
通
信
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
総
務
部
に
置
く
課
）

（
総
務
部
に
置
く
課
等
）

第
二
百
七
十
九
条

総
務
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

第
二
百
七
十
九
条

総
務
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

総
務
課

総
務
課

財
務
課
（
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

財
務
課
（
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

企
画
課
（
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

［
削
る
］

２

前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
各
総
合
通
信
局
に
そ
れ
ぞ
れ
信
書
便
監
理
官
一
人
を
、
関
東
総
合
通
信
局
に
信

書
便
主
任
専
門
官
四
人
を
、
近
畿
総
合
通
信
局
に
信
書
便
主
任
専
門
官
二
人
を
、
東
北
総
合
通
信
局
、
東
海
総



合
通
信
局
及
び
九
州
総
合
通
信
局
に
そ
れ
ぞ
れ
信
書
便
主
任
専
門
官
一
人
を
置
く
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
八
十
条

［
略
］

第
二
百
八
十
条

［
同
上
］

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

［
削
る
］

六

情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

［
削
る
］

七

総
合
通
信
局
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

六

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

八

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

［
削
る
］

九

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

七
～
十
一

［
略
］

十
～
十
四

［
同
上
］

［
削
る
］

２

北
海
道
総
合
通
信
局
、
東
北
総
合
通
信
局
、
関
東
総
合
通
信
局
、
東
海
総
合
通
信
局
、
近
畿
総
合
通
信
局
、

中
国
総
合
通
信
局
及
び
九
州
総
合
通
信
局
の
総
務
課
に
、
企
画
広
報
室
を
置
く
。

［
削
る
］

３

企
画
広
報
室
は
、
第
一
項
第
六
号
、
第
七
号
、
第
八
号
（
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

）
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
削
る
］

４

企
画
広
報
室
に
、
室
長
を
置
く
。

２

信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
の
総
務
課
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の

５

信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
の
総
務
課
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
次
条
各
号
及
び
第
二
百
八
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

ほ
か
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

［
略
］

６

［
同
上
］

４

［
略
］

７

［
同
上
］

５

［
略
］

８

［
同
上
］

（
財
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
財
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
八
十
一
条

財
務
課
は
、
総
合
通
信
局
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
百
八
十
一
条

［
同
上
］

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
前
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
前
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

（
信
書
便
監
理
官
及
び
信
書
便
主
任
専
門
官
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
八
十
一
条
の
二

企
画
課
は
、
総
合
通
信
局
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
百
八
十
一
条
の
二

信
書
便
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
信
書
便
事
業
の
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

一

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

る
。

二

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

三

情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

四

総
合
通
信
局
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

五

信
書
便
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

２

関
東
総
合
通
信
局
の
企
画
課
に
信
書
便
主
任
専
門
官
四
人
を
、
近
畿
総
合
通
信
局
の
企
画
課
に
信
書
便
主
任

専
門
官
二
人
を
、
東
北
総
合
通
信
局
、
東
海
総
合
通
信
局
及
び
九
州
総
合
通
信
局
の
企
画
課
に
そ
れ
ぞ
れ
信
書

便
主
任
専
門
官
一
人
を
置
く
。

３

信
書
便
主
任
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

２

信
書
便
主
任
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
信
書
便
監
理
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
を
助
け
る
。



（
情
報
通
信
部
に
置
く
課
）

（
情
報
通
信
部
に
置
く
課
）

第
二
百
八
十
二
条

情
報
通
信
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

第
二
百
八
十
二
条

情
報
通
信
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

電
気
通
信
事
業
課

電
気
通
信
事
業
課

情
報
通
信
連
携
推
進
課
（
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

情
報
通
信
連
携
推
進
課
（
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

情
報
通
信
振
興
課

情
報
通
信
振
興
課
（
信
越
総
合
通
信
局
及
び
北
陸
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

放
送
課
（
北
海
道
総
合
通
信
局
、
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
に
限
る
。

放
送
課
（
北
海
道
総
合
通
信
局
、
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
に
限
る
。

）

）

（
電
気
通
信
事
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
電
気
通
信
事
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
八
十
三
条

電
気
通
信
事
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
百
八
十
三
条

［
同
上
］

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
削
る
］

２

信
越
総
合
通
信
局
及
び
北
陸
総
合
通
信
局
の
電
気
通
信
事
業
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二

百
八
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
削
る
］

３

信
越
総
合
通
信
局
及
び
北
陸
総
合
通
信
局
の
電
気
通
信
事
業
課
に
、
情
報
通
信
振
興
室
を
置
く
。

［
削
る
］

４

情
報
通
信
振
興
室
は
、
第
二
百
八
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
削
る
］

５

情
報
通
信
振
興
室
に
、
室
長
を
置
く
。

（
無
線
通
信
部
に
置
く
課
）

（
無
線
通
信
部
に
置
く
課
）

第
二
百
九
十
条

無
線
通
信
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

第
二
百
九
十
条

無
線
通
信
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

電
波
利
用
企
画
課

電
波
利
用
企
画
課

航
空
海
上
課
（
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

航
空
海
上
課

陸
上
課
（
北
海
道
総
合
通
信
局
、
東
北
総
合
通
信
局
、
東
海
総
合
通
信
局
、
中
国
総
合
通
信
局
及
び
九
州
総

陸
上
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

合
通
信
局
に
限
る
。
）

陸
上
第
一
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

陸
上
第
一
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

陸
上
第
二
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

陸
上
第
二
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

陸
上
第
三
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

陸
上
第
三
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

無
線
通
信
課
（
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

監
視
調
査
課
（
信
越
総
合
通
信
局
及
び
北
陸
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

監
視
調
査
課
（
信
越
総
合
通
信
局
及
び
北
陸
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

（
陸
上
課
、
陸
上
第
一
課
、
陸
上
第
二
課
及
び
陸
上
第
三
課
の
所
掌
事
務
）

（
陸
上
課
、
陸
上
第
一
課
、
陸
上
第
二
課
及
び
陸
上
第
三
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
九
十
三
条

陸
上
課
、
陸
上
第
一
課
、
陸
上
第
二
課
及
び
陸
上
第
三
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

第
二
百
九
十
三
条

［
同
上
］

ど
る
。

一

陸
上
又
は
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
無
線
局
に
係
る
無
線
局
免
許
等
関
係
事
務
（
電
波
監
理
部
及
び
無
線
通

一

陸
上
、
人
工
衛
星
又
は
ロ
ケ
ッ
ト
に
開
設
す
る
無
線
局
に
係
る
無
線
局
免
許
等
関
係
事
務
（
電
波
監
理
部

信
部
の
監
視
調
査
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
並
び
に
技
術
基
準
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
電
波
の
利
用

及
び
無
線
通
信
部
の
監
視
調
査
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
並
び
に
技
術
基
準
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

の
促
進
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
放
送
部
（
北
海
道
総
合
通
信
局
、
信
越
総
合
通
信
局
、
北
陸
総
合

電
波
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
放
送
部
（
北
海
道
総
合
通
信
局
、
信
越
総
合
通
信
局

通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
に
あ
っ
て
は
情
報
通
信
部
。
）
及
び
航
空
海
上
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

、
北
陸
総
合
通
信
局
及
び
四
国
総
合
通
信
局
に
あ
っ
て
は
情
報
通
信
部
。
）
及
び
航
空
海
上
課
の
所
掌
に
属

除
く
。
）
。

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。



［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

四

総
合
通
信
局
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査
用
機
器
そ
の
他
の
設
備
及
び
機
器
の
保
守
に

四

総
合
通
信
局
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
検
査
用
機
器
そ
の
他
の
設
備
及
び
機
器
（
総
務
大

関
す
る
こ
と
（
電
波
監
理
部
及
び
無
線
通
信
部
の
監
視
調
査
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
合
通
信
局
の
出
張
所
に
お
い
て
管
理
す
る
検
査
用
機
器
そ
の
他
の
機
器
を
除

く
。
）
の
保
守
に
関
す
る
こ
と
（
電
波
監
理
部
及
び
無
線
通
信
部
の
監
視
調
査
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
無
線
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
九
十
四
条

無
線
通
信
課
は
、
第
二
百
九
十
二
条
各
号
及
び
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

第
二
百
九
十
四
条

削
除

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
電
波
監
理
部
に
置
く
課
）

（
電
波
監
理
部
に
置
く
課
）

第
二
百
九
十
六
条

電
波
監
理
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

第
二
百
九
十
六
条

電
波
監
理
部
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

電
波
利
用
環
境
課

電
波
利
用
環
境
課

監
視
課
（
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

監
視
課
（
北
海
道
総
合
通
信
局
、
東
北
総
合
通
信
局
、
東
海
総
合
通
信
局
、
中
国
総
合
通
信
局
及
び
九
州
総

合
通
信
局
に
限
る
。
）

監
視
第
一
課
（
関
東
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

監
視
第
一
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

監
視
第
二
課
（
関
東
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

監
視
第
二
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

調
査
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

調
査
課
（
四
国
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

監
視
調
査
課
（
関
東
総
合
通
信
局
及
び
近
畿
総
合
通
信
局
を
除
く
。
）

監
視
調
査
課
（
四
国
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

宇
宙
国
際
監
視
課
（
関
東
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

宇
宙
国
際
監
視
課
（
関
東
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

宇
宙
国
際
調
査
課
（
関
東
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

宇
宙
国
際
調
査
課
（
関
東
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

電
波
障
害
分
析
課
（
関
東
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

電
波
障
害
分
析
課
（
関
東
総
合
通
信
局
に
限
る
。
）

（
総
合
通
信
調
整
官
）

第
三
百
一
条
の
二

沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
に
、
総
合
通
信
調
整
官
二
人
を
置
く
。

［
新
設
］

２

総
合
通
信
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
に
置
く
課
）

（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
に
置
く
課
等
）

第
三
百
二
条

沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
に
、
次
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

第
三
百
二
条

沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
に
、
次
に
掲
げ
る
課
及
び
信
書
便
監
理
官
一
人
を
置
く
。

総
務
課

総
務
課

情
報
通
信
課

情
報
通
信
課

無
線
通
信
課

無
線
通
信
課

監
視
調
査
課

監
視
調
査
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
百
三
条

総
務
課
は
、
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
百
三
条

［
同
上
］



［
一
～
十
六

略
］

［
一
～
十
六

同
上
］

十
七

信
書
便
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

［
新
設
］

十
八

［
略
］

十
七

［
同
上
］

（
信
書
便
監
理
官
の
職
務
）

第
三
百
七
条

削
除

第
三
百
七
条

信
書
便
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
信
書
便
事
業
の
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

附

則

附

則

（
自
治
行
政
局
選
挙
部
選
挙
課
企
画
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
選
挙
部
選
挙
課
企
画
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
三
条

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
企
画
官
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
置
か
れ
る
も
の
と

第
十
三
条

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
企
画
官
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
置
か
れ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

（
自
治
税
務
局
企
画
課
総
務
室
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
税
務
局
企
画
課
総
務
室
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
三
条
の
二

当
分
の
間
、
第
三
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
特
別
法
人
事
業
税
」
と
あ
る
の
は

第
十
三
条
の
二

当
分
の
間
、
第
三
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
特
別
法
人
事
業
税
」
と
あ
る
の
は

、
「
特
別
法
人
事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
」
と
す
る
。

、
「
特
別
法
人
事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
」
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
令

和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


